
■平成 31（令和元）年度 福岡市共働事業 最終報告資料 

今津校区の「空き家活⽤」と「貸家創出」による定住化促進事業 

今津校区における定住化促進事業実⾏委員会 
（NPO法⼈わが家の119番・ 今津校区⾃治協議会・  

福岡市住宅都市局地域計画課） 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）事業目的 

福岡市の市街化調整区域では、農林水産業などの地域産業の衰退、人口の減少や少子高齢化の進展

などによる地域コミュニティの維持が課題となっている。このような現状に対して、NPO と地域（校

区）及び福岡市が持つノウハウや特性を活かし、それぞれが互いの役割を理解し、自主性と自立性を

もって事業に取り組むことにより、調整区域における活性化に寄与することを目的として、今津校区

をはじめとする市街化調整区域における定住化促進を実現するため、今津校区をモデル地域として，

既存の空き家を活用した定住化の実践とノウハウの収集を行うことを目的とする。 

 
（１）共働のきっかけ・必要性 

【必要性・提案理由】 
今津校区は市街化調整区域にあり、市街化区域より地域課題がより深刻化している。特に、人口・世帯数の

減少に伴い空き家が増加しており、さらに、子供の減少は、地域にとって対策が望まれる重要な課題となって

いる。校区では、空き家を有効活用して定住者を迎えたいと思っている。しかしながら、空き家の所有者は、

①面倒で資金もかかる、②知らない人に貸すのが心配、③相談先がないなどの理由で、建物は放置されて劣化

し、事態は悪化している。半面、移住希望者にとっても、①貸家物件が少なく、②情報が局所的で、③相談先

も分からず、移住環境が未整備な状況である。以上のような問題に対処して定住化を促進するためには、貸家

を創出する事業を実施し、情報の受発信を充実させ、相談体制を整えることが求められている。 

【福岡市 担当課の考え】 
市街化調整区域の主体的なまちづくり及び活性化は、第9次福岡市基本計画（H24 年）、福岡市まち・ひと・

しごと創生総合戦略（H27年）に沿ったものであり、今津校区をはじめとする市街化調整区域における定住化

促進は、福岡市及びNPO・地域が共働して地域課題の解決に取り組むべき事業であると考えている。 

 

（３）事業目標 

■事業 『定住移住者』の創出 
1. 調査： 物件ごとに立地の利便性、建物の状態を調査・評価 
2. 交渉： 優先順位をつけて交渉、建物整備計画の策定 
3. 実施： “空き家”物件を“貸家”物件へ転換、定住者探索・賃貸化のマッチング 

■⽬標 
 若年世帯の定住化（子供の増加）、地域コミュニティの活性化（再生） 

 実務を通じて人材を育成し、地域（九大生も含む）が、継続して運営できる体制をつくる。  
数値指標 

成果指標 目標値 

 移住希望者からの相談数 10 

供給創出： 空き家物件の貸家転換 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 事業内容 ① 

１．調査 ︓ 物件ごとに⽴地の利便性、建物の状態を調査・評価 
■ 賃貸化物件創出のための物件調査と評価 

H27 年、福岡市と今津校区自治協議会が調査した空き家「44」物件情報を基に、取組み済の既存物

件を加えて精査した結果、空き家の総数は「70」物件となった。 

この空き家「70」物件を『立地・建物の状態』等の調査区分で全数評価した。なお、評価はあくま

で外観のみで判断している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
□評価まとめ 総物件数 70（［建物］＋［ニーズ適合］）    

地域名 総物件数 S＋◎ S＋○ A＋◎ A＋○ 計 

緑町 14 1 1 2 2 6 

岡 11 0 1 3 1 5 

浜崎 10 1 1 0 0 2 

本町 7 1 0 0 2 3 

大原 28 3 0 2 3 8 

計 70 6 3 7 8 24 
 

※ 調査結果： 総物件数 「70」 の内、現状のまま賃貸化できそうな“高評価物件”は 「24」 

1. 建物（土地）の状態

S すぐに使えそうだ！

A このままで（近い状態で）使えるかも？

B+ 軽微な修繕が必要だろう！

B- 一定規模の修繕が必要だろう！

C 本事業で「活用」するには無理がある？

D 危険な建物に思える！

2. ニーズ（需要面） 借りる人と土地・建物の規模等の適合性

ターゲット  30~40歳代の夫婦と子ども（1~2人）、3~4人の家族構成を対象世帯とする。

◎ 適している！

○ ほぼ適合しそうだ！

△ ターゲット外で（借りたい人を）探せばいるかも！（例： 規模が特大である等）

× 難しそうだ！

3. 管理状態（防犯）

◎ 適切に管理されており、敷地内に侵入しにくい。

○ 適切に管理されているが、敷地内に侵入できる。

△ 建物や敷地の管理が不十分である。

× 不適切な管理状態である。（建物・衛生・景観・周辺環境への影響 【大】）

◇調査区分 

◇調査表（記載例） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業内容 ② 

 ２－１．交渉 ︓ 優先順位をつけて交渉、建物整備計画の策定 

■ 家主と交渉する際の基本的な考え⽅ 
・自治会や町内会から情報提供を受け、連絡先等を把握する。 
・評価の高い「24」物件を中心に連絡先が把握できたものから順に交渉する。 
・家主の了解を得て、屋内を確認し、建物の評価を見直す。 
・家主と建物の整備計画について協議して空き家の活用［貸家化・売却］を促す。 

■ 交渉状況 
◆空き家の活用［貸家化・売却］物件数： 7 件 
◆賃貸化など物件活用に応じていただける所有者が少ない。 
※35 件（物件調査において評価の高い「24」物件をベースにして整理） 

 
分類 件 （％）※ 主な意見 

意識・心情 8 （23％） 
・見知らぬ人に貸したくない ・家主が存命のため 
・自分の一存では決められない  など 

家の状態 4 （11％） ・空き家になって間もなく整理事項が多い など 

権利関係 9 （26％） ・相続問題 ・賃料の配分 

賃貸条件 4 （11％） ・改修費用がかる ・賃貸条件（家賃など）が合わない 

その他 10 （29％） ・連絡先が不明 ・連絡が取れない など 

■ 課題 
●ＮＰＯが地域との信頼関係を築くために、相当の時間と労力を要する。 
●相続による所有権移転登記が行われず名義が以前のままである。（調整が複雑、登記費用が必要） 
●貸すことへの抵抗感（見知らぬ人への賃貸、家主が戻る可能性がある など） 
●貸家にするための家屋の整備・補修や家財の整理等、事前に必要な費用が負担となる。 
●家主が遠方に居住、所有者の所在が不明など交渉に時間を要する。 
●築年数が古い空き家が多く、確認申請時の図面等が残っていないなど、「開発許可（用途変更）」

の手続きの際、現存資料だけでは建物の安全性の確認ができない物件が多い。 
 

■ 対応案 
○ＮＰＯが地域活動へ参加するなどの取り組みにより、地域との関係性を強化する。 
○相続に関する協議及び登記手続きについて委任を受けて NPO で行う。（実績 6 物件） 
○家主と信頼関係を築く必要があり、粘り強く交渉を続け、取り組みへの理解を得る。 
○賃貸する際の家屋整備・補修、家財整理を支援する。 
○地域行事やボランティア等に参加して情報収集に努め、家主の連絡先等の情報取得を行う。 
○空き家の貸家創出に加え、定住化促進に寄与する空き地の有効活用を図る。 
○物件調査結果では評価が低く、今まで交渉していなかった物件について再評価し，優先順位をつ

けて交渉する。 
 
 ２－２．H31 年度 新しい交渉⽅法の取組み  

※相続問題（相続協議及び所有権移転登記）等、家主の貸家化の障害になっている課題への取組み 
■ 対応案 
○権利関係（登記）相続の登記手続きの委任を受け、貸家化・売却の条件を整える。 
○所有者との間で『貸家・売却』等の方向性に合わせて交渉を行う。 
 ◇貸家化の再検討 
  ・家財整理や改修費用等、賃貸条件の算出 ⇒「貸家化」 
 ◇土地（建物）売却交渉 
  ・土地･建物価格の調査等 

・解体・測量等、売却条件の交渉、移住者募集 ⇒「土地売却 → 建物新築（新規移住）」 
 

◇家主の意向など 



３．実施 ︓ “空き家”物件を“貸家”物件へ転換、定住者探索・賃貸化のマッチング 
■賃貸化事業︓『賃貸物件』と『定住移住者』のマッチング（賃貸化の成⽴） 
＜基本的な考え⽅＞ 

・自治協議会のＨＰや自治会・町内会の協力による移住希望者の情報収集 
・家主に了解が取れた物件について、移住希望者に紹介 
・家主、移住希望者と調整（面会、内覧、空き家内の家財の仕分け、スケジュール など） 

 
（1）Ａ様邸の貸家化（6 ⽉末 契約・⼊居済） 
     整備前                                        整備後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果： 校区・大原町内会長の先導で事業を開始して、短期間に貸家化することができた。 
移住者は、引っ越し前は西区の大町団地に住んでおり、「海の近くで暮らすのが夢」で長
男の小学校入学を機に引っ越しをと考えていたとのこと。家族3名で、子供2人（小学生
１名、幼児１名）の増加につながった。また、貸主も遺品の整理及び空き家の活用ができ、
満足している。 

 

（2）Ｃ様邸の貸家化（８⽉断念） 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

（４）事業内容 ③ 平成 29 年度実績《貸家化(賃貸化)実績》 

 ３．H29 年度報告︓“空き家”物件を“貸家”物件へ転換、定住者探索・賃貸化のマッチング 
■賃貸化事業︓『賃貸物件』と『定住移住者』のマッチング（賃貸化の成⽴） 
＜基本的な考え⽅＞ 

・自治協議会のＨＰや自治会・町内会による家主及び移住希望者の情報収集 
・家主へ共働事業を紹介して貸家化の了解を得る。移住希望者を募る。 
・家主と移住希望者の意見調整（面会 ⇒ 内覧 ⇒ 家財整理 ⇒ 内外装工事 ⇒ 契約行為等） 

 
（1）Ａ様邸の貸家化（H29 年 6 ⽉⼊居） 
   整備前                                      整備後 

      
 
成果： 大原町内会長の先導で事業を開始して、短期間に貸家化することができた。 

移住者は西区・大町団地に在住、「海の近くで暮らすのを希望」、長男の小学校入学を契機
に引越しをと考えていた。家族で移住、子供の増加に寄与できた。貸主も遺品整理及び空き
家の活用ができて満足している。 

 

（2）Ｃ様邸の貸家化の断念（H29 年８⽉） 
 

              
（3）K 様邸の体験住居化（11 ⽉交渉開始、3 ⽉体験居住の実施） 
◎ 平成 29 年度実績 

成果指標 目標 実績 達成度 

移住希望者からの相談数 10 10 100% 

空き家物件の貸家転換 3 1 33% 

《課題整理》 
・「開発許可（用途変更）」の手続きの難しさを実感した。 

「開発許可（用途変更）」の手続きが不要な地域は「大原（一部）」のみで、濱崎・緑町・岡・本町内

の物件は賃貸化のハードルが高かった。⇒物件の限定性（賃貸化できる物件が限られていた。） 
・空き家の家主（相続者または実質的所有者）への連絡が取れず、賃貸化の話ができない物件があった。 
・空き家の「残置物の処理」、「家屋整備」の費用の捻出方法に工夫が必要であった。 
 物件ごとの個別対応が必要であり、費用以外にも想定以上に手間暇がかかる作業であった。 
・移住希望者（特に子育て世帯）の移住ニーズはあり、その数は一定数以上あることがわかった。 

■賃貸化のためには「開発許可（用途変更）」が必要 

この物件は、賃貸化のためには「開発許可（用途変更）」

による手続きが必要であった。当該建物の建築図書がなく、

書類作成に想定以上の労力を要した上、許可の過程で建

物の補強が必要になるなど、手間及び多額の費用が発生

することがわかり、許可申請を中途で断念した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）事業内容 ④ 平成 30 年度実績《貸家化(賃貸化)実績》 

 4．H30 年度 報告︓“空き家”物件“貸家化”の成約 
■賃貸化事業︓『賃貸物件の整備』と『定住移住者』のマッチング 
＜基本的な考え⽅＞ 
・自治協議会・町内会長のマンパワーによる優良空き家物件の掘り起こし 
・地元（寺院）からの移住希望者の情報収集 
・貸主（家主）と借主（移住希望者）の意見調整（面会、内覧、家財整理） 
・家屋の整備・補修の実施、契約等ご入居手続き（契約、売電等） 

（1）K 様邸の貸家化（H30 年 4 ⽉契約） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
     整備前                                      整備後 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

成果： 緑町町内会長の優良な空き家情報と家主とのコンタクトにより事業を開始した。 
京都から将来の寺院住職ご家族の移住に成功した。 
住宅は、指定区域外であったため、賃貸化のための「開発行為の用途変更」といった行政手

続きを適正に行った。賃貸化までに要した期間は、約 6 ヶ月程であった。  
（2）N 様邸の貸家化（H30 年 9 ⽉契約）  

  

■岡町　N様邸︓⽊造平屋建（⼩規模住宅）
7⽉ 新規空き家登録（No, 64）

移住希望者2名（Sマザー、幼稚園児）
8⽉ 家屋・設備機器整備など家主交渉

家賃・⼊居⽇など⼊居条件交渉
残置物整理・家屋内装⼯事

9⽉ 賃貸借契約締結、⼊居開始
⼊居開始   

◎ 平成 30 年度実績 
成果指標 目標 実績 達成度 

移住希望者からの相談数 10 18 180% 

空き家物件の貸家転換 4 2 50% 



（４）事業内容 ⑤ 平成 31（R1）年度《定住化促進事業の実績》 

 5．H31（R1）年度 実施状況︓「空き家」の“貸家化”と”売買”よる定住促進策 
■”売買”による定住促進（移住化）︓『空き家物件』と『移住希望家族』のマッチング 

＜実施⽅法＞ 
① 空き家物件の探索 ⇒ 絞り込み（空き家物件（約 30）の中から「4」物件） 
② 地主（空き家所有者）交渉（連絡先を探す→売却意向の確認、売買課題の整理） 
  ［所有者対応］・権利関係（相続登記）の手続き 

・土地（建物）価格の調査等 
・解体費用・測量等の見積りによる売却条件の算定 

③ 売買の成約 ⇒ 契約行為（重要事項説明）の実施  ④ 引渡し・決済（所有権移転） 
⑤ 移住希望者による建築行為 ⇒ 新築「住戸 3 棟」 ⇒ 新規移住「12 名」  

（1）T 様邸 売買による移住化（R1 年 12 ⽉）     （2）K 様邸 売買による移住化（R1 年 10 ⽉） 
 

 

 

 

 

 

 

（3）A 様・ K 様邸 売買による移住化（R2 年 2 ⽉〜）                       

 

 

 

 
 

□A 様・T 様の⼟地（建物不分離のため）         
 
■”貸家化”による定住促進︓『空き家物件』と『移住希望家族』のマッチング 

                   O 様邸               M 様邸   他 1 物件 A 様邸（岡町） 
① 権利関係（相続登記）の手続き 

② 条件（家財整理･改修費）の算出 

③ 借手（移住希望者）の決定 

④ 賃貸借条件の決定 

⑤ 家財処分・建物の改修工事 

⑥ 契約締結 ⇒ 『貸家化』 

 
◎ 平成 31（R1）年度実績 

  

 

 

  ◆⾃治協 町内別実績（※空き家活⽤数） 

 

 

 

 

 

成果指標 ⽬標 実績 達成度 
移住希望者からの相談数 10 13 130% 

空き家物件の貸家・売却（新築） 4 7 175% 

 
◆隣接地 空き家 2 物件 

⼀体化して開発 
50 坪×2⇒ 100 坪 
建物解体⇒ 新築 1 棟 

 

賃貸 売買 賃貸 売買

濱　崎
岡 1 1 1 3

本　町 1 1
緑　町 3 3
⼤　原 1 1
合計 3 4 0 1 8

決定 交渉中
合計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）担当者の声・市民の声 

【NPO】 
 ●地域と信頼関係を築くのに時間を要した。 
 ○賃貸化物件の実績を通じて、業務における一連の実務が経験できた。 
 ○共働事業を通じて、地域との連携・信頼感が強化され、危険空家の対応や松原保全等、地域のまち

づくり事業へと活動の幅が広がり、同時に地域との関係性が深まった。 
●空家の賃貸化のためには「開発許可（用途変更）」による手続きが必要だが、建築年が古い空家は

建築図書がほとんど残っておらず、手続きのための書類作成に想定以上の手間や費用が発生した。

空家は建築年が古いものが多く、今後の案件についても同様に手間や費用負担が想定される。 
【地域（校区）】 
 ○子供がいる家庭が移住され、喜ばしい結果となった。[今津小学校児童数 102 名(H28)→135 名(H31)] 
 ○校区内の空き家の実態を共有した上で、5 町内会の協力体制ができた。 
 ○定住化促進事業が糸島地区で着目され、マイタウン情報誌（H29 年 9 月特集）等の紙面で取り上げ

られることで今津校区の注目度が上がり、良いアピールにつながっている。 
【福岡市】 
 ●空家の賃貸化のためには「開発許可（用途変更）」による手続きが必要だが、建築確認済証が 

ない物件の安全性を確認する手続きや確認するための図面作成、安全性確保のための補強が必要

となり、諸手続きに家主の理解を得られないなどの課題が見えた。 
 ●事業を通して、活用可能な物件の発掘が課題であり、「見知らぬ人に貸したくない」、「自分の一存で

は決められない」など、家主の物件活用への抵抗感が大きな要因であり、他の先進事例を参考に更

なる創意工夫が必要である。 
 ●本事業においては、ＮＰＯの関与・仲介により物件所有者並びに移住希望者との対話ができ、結果

として、地域が望む子育て世代の移住実績を上げることができたが、今後も定住化促進の取組みを

行うにあたっては、地域主体で対応できる仕組みづくりが必要である。 
【市民（受益者等）】 
 ○移住者は、今津での子育てを要望していた。希望に合った物件を提供できて喜んでいただけた。 
 ○定住化促進の事業内容やその仕組みは、情報誌等に好意をもって取り上げられた。 
 ○移住希望者の情報は多く集まることから、移住ニーズがあることが実感できた。 
 ○貸主は遺品の整理及び空き家の活用ができて、満足していた。 
●移住希望者に対し空き家の創出が追いついていない。 

 

（５）ＮＰＯと市の役割分担 

福岡市住宅都市局
地域計画課 NPO法⼈わが家の119番

今津校区⾃治協議会

⻄区役所（地域⽀援課）
行政支援
イベント等地域活動の推進

●⾃治体にしかできない役割を担う
①空き家・空き地の所有者等探索
②賃貸化に伴う開発許可⼿続き協⼒
③地域・関係機関との調整
④市政だより等による広報PR 

●事業の主体として専⾨性を発揮
①空き家の物件調査・活用プラン提案

②家主交渉、③定住情報の収集・発信

④定住化の仕組みづくり

⑤人材の発掘・育成 など

●地域のみが知っている情報と移住協⼒
①家主や地元関係者との意見調整

②個別事情や地域情報の提供

③移住者との交流・受入れ態勢の整備

共 働

(九州⼤学)
（定住候補者、地域協力）

事業上の

共働関係
郵便局

家主や移住者情報等の共有

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）3 年間の総括 

  平成 29 年度より 3 年間継続したなかで，１，２年⽬は空き物件の活⽤⽬標を下回ったが，地元との信頼関
係の構築，粘り強い交渉，時間をかけた事務作業等を続けることで，3 年⽬には⽬標を⼤きく上回った。事業内
容⾃体において，結果が⾒えるまでに⼀定の時間を要するものだということを表していると同時に，令和 2 年度以降
も継続して活動を⾏うとより移住者が増えると期待できる。また，今津⼩学校児童数の増加や新しい家が⽴ち並ぶ
のを⾒て，他地区が今津地区に⾒学に訪れるようになった。当初の事業⽬的であった今津校区をモデル地域とし
て，他地区への展開に活かす結果となっており，今後も継続していく。 

 
（８）平成 31（R1）年度後の展開 

NPO においてこれまでの共働事業で培った，地元との信頼関係とノウハウを⽣かして活動を継続する。 
■空き地等の有効活⽤、賃貸化の物件数の増加・定住移住者の創出強化  
【供給⾯の取組】 
・空き地の活用に注目して定住化促進を増進させる。（売買物件の取組み） 
  空き地調査の結果を活用して、有効活用を考える。 
・物件調査結果「低評価物件」について、売買物件として交渉して物件化する。 

※年間目標： 空き地＋空き家の物件数 3～7  
【需要⾯の取組（仕組化）】 
・貸家情報の発信機能を強化して、多くの移住定住者を呼び込む。 
・移住者と地域との交流、地域に馴染める体制づくり 

※ 移住希望者の名簿化（移住希望者 10～20 世帯／年間）  
■今津校区以外の校区への取組み・展開 
・共働事業によるノウハウや成果について他校区へ取組みエリアを拡大させる。（北崎校区など） 

 
■その他 検討中の取り組み 

情報収集の強化 
・郵便局（実行委員会「今津郵便局長」）との情報共有・連携 

 

福岡市において 
活⽤可能な物件の発掘や情報発信など，定住化促進を図る地域の活動を，継続的に⽀援していく。 
■地域・関係機関調整 
■各種制度の活⽤及び諸⼿続きの⽀援 
■空き地調査の実施（地権者調査含む），地権者アンケート調査の実施等 

・区域指定型制度を活⽤した地区の空き地調査等を実施する。 
 


